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告 示

栃 木 県 告 示 第 三 百 六 十 七 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 三 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　　 令 和 三 年 六 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 産 業 労 働 観 光 部 の 部 観 光 交 流 課 の 款 栃 木 県 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 環 境 整 備 事 業 費 補 助 金 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。
宿 泊 事 業 者

感 染 症 対 策

支 援 補 助 金

県 内 の 宿 泊 事 業

者 が 行 う 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感

染 症 対 策 に 要 す

る 経 費 の 一 部 を

補 助 す る こ と に

よ り 、 魅 力 あ る

観 光 地 づ く り を

推 進 す る こ と を

目 的 と す る 。

県 内 の 宿 泊 事 業 者 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 症 対 策 の た め に 行 う 事 業 で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る も の に 要 す る 経 費

一　 施 設 改 装

二　 設 備 導 入

三　 備 品 購 入

四　 消 耗 品 購 入

当 該 事 業 に 要 す

る 経 費 の 三 分 の

二 又 は 二 分 の 一

以 内 。 た だ し 、

五 百 万 円 を 限 度

と す る 。

旅 館 業 法 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第

百 三 十 八 号 ） 第

三 条 第 一 項 に 規

定 す る 許 可 を 受

け た 者 。 た だ

し 、 風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第

百 二 十 二 号 ） 第

二 条 第 六 項 に 規

定 す る 店 舗 型 性
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栃木県告示第368号
　令和３（2021）年度における２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補生の
募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条（同令第118条の規
定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により告示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（陸・海・空）
（男子・女子） 令和３（2021）年７月１日（木）～同年９月13日（月）

一般曹候補生（陸・海・空）
（男子・女子） 令和３（2021）年７月１日（木）～同年９月６日（月）

航空学生（海・空）
（男子・女子） 令和３（2021）年７月１日（木）～同年９月９日（木）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第369号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補
生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称（以下「試験期日等」という。）を次のとおり定めたの
で告示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 等 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

自衛官候補生
（陸・海・空）
（男子・女子）

令和３（2021）年９月23日（木） 陸上自衛隊北宇都宮駐
屯地

宇都宮市上横田町1360
番地

令和３（2021）年９月25日（土） 陸上自衛隊宇都宮駐屯
地

宇都宮市茂原１丁目５
番45号令和３（2021）年９月26日（日）

令和３（2021）年10月２日（土） 陸上自衛隊北宇都宮駐
屯地

宇都宮市上横田町1360
番地令和３（2021）年10月３日（日）

一般曹候補生
（陸・海・空）
（男子・女子）

１
次

令和３（2021）年９月17日（金） 宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番
13号

令和３（2021）年９月18日（土）
※（９月19日（日）予備日） 志願者へ別途通知

２
次

令和３（2021）年10月９日（土）
及び10月10日（日）のうち指定さ
れた日
※（10月11日（月）予備日）

陸上自衛隊宇都宮駐屯
地

宇都宮市茂原１丁目５
番45号

航 空 学 生
（海・空）
（男子・女子）

１
次
令和３（2021）年９月20日（月） 宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番

13号

風 俗 特 殊 営 業 を

営 む 者 を 除 く 。

（ 観 光 交 流 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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備考
　一般曹候補生（陸・海・空）（男子・女子）の１次試験に係る試験期日等の指定は、志願者に別途通知す
る。
　航空学生の２次試験に係る試験期日等については、１次試験の合格者に対し別途通知する。

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第370号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第54条の２第４項において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ３
（2021）年
３月31日

株式会社フレンド 小山市羽川 524-
２

フレンド薬局真岡
熊倉店

真岡市熊倉１-25-
８

居宅療養管
理指導

令 和 ３
（2021）年
３月31日

社会福祉法人佐野
市社会福祉協議会

佐 野 市 大 橋 町
3212-27

佐野市遠原の里デ
イサービスセン
ター

佐野市閑馬町515-
３

通所介護

令 和 ３
（2021）年
３月10日

株式会社東京オレ
ンジ薬局

東京都目黒区自由
が丘１-24-14

うずま調剤薬局 栃木市湊町12-６ 居宅療養管
理指導

令 和 ３
（2021）年
３月31日

とちぎ診療所
嶋﨑　勝典

栃木市片柳町５-
11-39

とちぎ診療所 栃木市片柳町５-
11-９

居宅療養管
理指導

２　介護予防事業者

廃 止
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ３
（2021）年
３月31日

株式会社フレンド 小山市羽川524-２ フレンド薬局真岡
熊倉店

真岡市熊倉１-25-
８

介護予防居
宅療養管理
指導

令 和 ３
（2021）年
３月31日

社会福祉法人佐野
市社会福祉協議会

佐 野 市 大 橋 町
3212-27

佐野市遠原の里デ
イサービスセン
ター

佐野市閑馬町515-
３

介護予防通
所介護

令 和 ３
（2021）年
３月10日

株式会社東京オレ
ンジ薬局

東京都目黒区自由
が丘１-24-14

うずま調剤薬局 栃木市湊町12-６ 介護予防居
宅療養管理
指導
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（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第371号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称

主たる事務所
の 所 在 地

0910800689 グリーンケア 小山市若木町
２-２-24

レンジャー株式
会社

小山市若木町
２-２-24

令 和 ３
（2021）年
６月１日

同行援護

0911100212 訪問介護ホーム
ヘルプ春日和　
やすらぎ

矢板市矢板
211

株式会社ワール
ドステイ

足利市堀込町
2462-１

令 和 ３
（2021）年
６月１日

居宅介護

0911600211 短期入所　下野
下古山

下野市下古山
2030-２

ソーシャルイン
クルー株式会社

東京都品川区
南大井６-25-
３

令 和 ３
（2021）年
６月１日

短期入所

0921600045 ソーシャルイン
クルーホーム下
野下古山

下野市下古山
2030-２

ソーシャルイン
クルー株式会社

東京都品川区
南大井６-25-
３

令 和 ３
（2021）年
６月１日

共同生活援
助

0910900240 多機能型事業所
そらまめ

真岡市田町
2560-４

特定非営利活動
法人ま・わ・た

真岡市台町
4152

令 和 ３
（2021）年
６月１日

生活介護
就労継続支
援Ｂ型

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第372号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年６月25日から同年７月26日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木二宮線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

44
前

下野市国分寺1676から
下野市川中子2618-１まで

8.1 ～ 10.5 728.2

後
下野市国分寺1676から
下野市川中子2618-１まで

10.3 ～ 12.3 728.2

Ⅱ
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道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　栃木田沼線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

53
前

佐野市中町字石原885-３から
佐野市中町字石原886-２まで

4.5 ～ 5.7 40.6

後
佐野市中町字石原885-３から
佐野市中町字石原886-２まで

6.2 ～ 6.2 40.6

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第373号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年６月25日から同年７月26日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

25
主 要 地 方 道
那須烏山矢板線

さくら市上河戸山野前812-３から
さくら市上河戸山野705-１まで

令和３（2021）年
６月25日

25
主 要 地 方 道
那須烏山矢板線

さくら市上河戸山野532から
さくら市上河戸山野536-１まで

令和３（2021）年
６月25日

44
主 要 地 方 道
栃 木 二 宮 線

下野市国分寺1676から
下野市川中子2618-１まで

令和３（2021）年
６月25日

52
一 般 県 道
佐 野 太 田 線

足利市福居町１-２から
足利市福居町599まで

令和３（2021）年
６月25日

71
一 般 県 道
下岡本上三川線

宇都宮市平出町字屋敷前251-８から
宇都宮市平出町字小原291-３まで

令和３（2021）年
６月25日

71
一 般 県 道
下岡本上三川線

宇都宮市平出町字小原399-４から
宇都宮市平出町字小原1048-５まで

令和３（2021）年
６月25日

167
一 般 県 道
蛭田喜連川線

那須郡那珂川町芳井字向山39-８から
那須郡那珂川町芳井字大墓平４-24まで

令和３（2021）年
６月25日

167
一 般 県 道
蛭田喜連川線

那須郡那珂川町芳井字代官山1106-１から
さくら市穂積字上沢1470-70まで

令和３（2021）年
６月25日

209
一 般 県 道
中 野 福 居 線

足利市小曽根町199-１から
足利市羽刈町749-11まで

令和３（2021）年
６月25日

209
一 般 県 道
中 野 福 居 線

足利市福居町603-３から
足利市福居町604-３まで

令和３（2021）年
６月25日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
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３第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営中山間茂木南部地区土地改良（農業用用排水施設）事業 令和３（2021）年３月25日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、茂木町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（用地測量）
２　作業地域
　　芳賀郡茂木町
３　作業期間
　　令和３（2021）年５月25日から同年９月30日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県が設置する都市公園の利用料金の承認
　栃木県都市公園条例（昭和49年栃木県条例第６号）第14条の２第３項後段の規定により令和３（2021）年７
月１日以後の利用料金を次のとおり承認したので、栃木県都市公園条例施行規則（昭和49年栃木県規則第16
号）第13条の２の規定により公告する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栃木県井頭公園
⑴　運動施設
ア　施設名及び一般利用料金

利用区分

施設名

団 体 利 用 の 場 合 個 人 利 用 の 場 合

午 前 午 後 １ 日 単 位 利 用 料 金

一 万 人 プ ー ル － － － 大人（満65歳以
上の者）１人

500円

大人（満65歳未
満の者）１人

1,300円

高校生１人 1,300円

小学生及び中学
生１人

500円

幼児（満３歳以
上の者）１人

200円

　令和３（2021）年度の土日祝日
及び８月13日から16日の期間にお
ける大人（満65歳未満の者）１人
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の利用料金は1,400円とする。
　供用日前に販売する利用券の価
格は２割引の額とし、供用開始か
ら８月10日までに栃木県井頭公園
以外の場所で販売する利用券の価
格は１割引の額とする。ただし、
令和３（2021）年度については、
供用日前から供用期間中に栃木県
井頭公園以外の場所で販売する土
日祝日及び８月13日から16日の期
間を除く利用券の価格を１割引の
額とする。
　また、団体（20人以上）で利用
する場合及び午後３時以降に利用
する場合は上記利用料金の２割
引の額とする。ただし、令和３
（2021）年度の土日祝日及び８月
13日から16日の期間に利用する場
合を除く。

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

雑 報
　　　○栃木県市町村職員共済組合公告
　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項及び地方公務員等共済組合法施行規程（昭
和37年総理府・文部省・自治省令第１号）第67条の２並びに栃木県市町村職員共済組合定款（昭和37年11月８
日認可）第５条の規定に基づき、令和２年度決算の要旨を公告する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県市町村職員共済組合　　　　　
理事長　　星　　野　　光　　利　　

損益計算書の要旨  （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 厚 生 年 金
保 険 退職等年金 経過的長期 退職等年金

預託金管理
経過的長期
預託金管理

収

入

負担金 5,200,390 14,429,588 750,765 101,905

掛金（組合員保険料） 5,194,490 9,148,945 750,756

連合会交付金等 524,359

利息及び配当金 74 14,723 6,793

その他の収入 264,148

前年度支払準備金 705,628

計 11,889,089 23,578,533 1,501,521 101,905 14,723 6,793

支

給付 4,509,060

役職員給与

旅費・事務費

支払利息 14,723 6,793

前期高齢者納付金 2,696,035

後期高齢者支援金 2,196,134



（696） 栃 木 県 公 報 第215号令和３（2021）年６月25日　金曜日

病床転換支援金 10

退職者給付拠出金 74

介護納付金 1,079,853

連合会払込金・拠出金・分担金 623,872

掛金（組合員保険料）・負担金払込金 23,578,533 1,501,521 101,905

出 その他の支出 50,995

次年度支払準備金 695,391

計 11,851,424 23,578,533 1,501,521 101,905 14,723 6,793

差引当期利益金又は当期損失金（△） 37,665 0 0 0 0 0

 （単位：千円）

経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資

収

入

負担金 190,475 217,423

掛金（組合員保険料） 213,303

連合会交付金等 69,390 226

利息及び配当金 206 46 752,732

その他の収入 17 29,135 37,559

前年度支払準備金

計 260,088 430,772 752,732 29,361 37,559

支

出

給付

役職員給与 109,867 5,464 4,206 7,593 2,109

旅費・事務費 14,651 931 1,301 1,044 813

支払利息 585,356 14,722 1,352

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

病床転換支援金

退職者給付拠出金

介護納付金

連合会払込金・拠出金・分担金 85,152 4,087 385

掛金（組合員保険料）・負担金払込金

その他の支出 56,018 401,388 895 1,569 2,808

次年度支払準備金

計 265,688 411,870 591,758 25,313 7,082

差引当期利益金又は当期損失金（△） △ 5,600 18,902 160,974 4,048 30,477

貸借対照表の要旨  （単位：千円）

経 理 区 分 短 期
厚 生 年 金
保 険

退職等年金 経過的長期
退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

資

産

流動資産 2,007,422 1,396,256 93,683 658 78,324 19,724

固定資産 1,356,000 2,298,579

資 産 合 計 2,007,422 1,396,256 93,683 658 1,434,324 2,318,303

負

債

流動負債 60,840 1,396,256 93,683 658

固定負債 695,391 1,434,324 2,318,303

負 債 合 計 756,231 1,396,256 93,683 658 1,434,324 2,318,303
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純
資
産

利益剰余金 1,251,191

純 資 産 合 計 1,251,191 0 0 0 0 0

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,007,422 1,396,256 93,683 658 1,434,324 2,318,303

 （単位：千円）

経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資

資

産

流動資産 600,140 539,729 1,514,198 139,203 618,929

固定資産 10,693 345 51,199,993 2,241,497 298

資 産 合 計 610,833 540,074 52,714,191 2,380,700 619,227

負

債

流動負債 10,199 31,805 49,388,435 127 860

固定負債 109,816 2,256 526 1,387,310 140,807

負 債 合 計 120,015 34,061 49,388,961 1,387,437 141,667

純
資
産

利益剰余金 490,818 506,013 3,325,230 993,263 477,560

純 資 産 合 計 490,818 506,013 3,325,230 993,263 477,560

負 債 ・ 純 資 産 合 計 610,833 540,074 52,714,191 2,380,700 619,227

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告）
　次のとおり技術提案書の提出を招請するので公示する。
　　令和３（2021）年６月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　業務概要
⑴　業務名
　　次期栃木県情報セキュリティクラウド調達業務
⑵　業務内容
　　県と市町共同でインターネット接続ポイントを集約し、高度な情報セキュリティ対策を行う「次期栃木
県情報セキュリティクラウド」を調達する。
　　次期栃木県情報セキュリティクラウド提供業者は、ログの監視と通知、情報セキュリティインシデント
への対応等のサービスを提供する。
⑶　利用期間等
　　契約締結の日から令和４（2022）年３月31日までを移行期間、令和４（2022）年４月１日から令和９
（2027）年３月31日までを利用期間とする。

２　参加資格及び評価基準
⑴　参加表明書の提出者に要求される資格
ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しない者であ
ること。
イ　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「Ｎ通信、情報処理」の入札参加資
格を有するものであること。なお、資格を有していない者は、技術提案書の提出期限までに当該資格を
取得すること。
ウ　令和３（2021）年８月６日から同年８月27日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止
等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であるこ
と。
エ　ISMS適合性評価制度 ISO/IEC27017の認証を取得している者。
オ　国又は地方公共団体のインターネット接続に関する業務を受託した者、受託している者、又は同程度
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の技術、知識を有すると認められる者であること。
カ　企業共同体による参加も可能とする。企業共同体内の全ての企業が上記イとウの条件を満たすこと。
また企業共同体間における協定書の写しを提出すること。
キ　企業共同体の場合、参加資格ア・エ・オ、及び下記⑵エの評価基準については、企業共同体内のいず
れかの企業が有すること。

⑵　技術提案書の特定のための評価基準
ア　会社の経営状況
イ　専門技術者の状況
ウ　得意とするシステム開発分野における主要実績
エ　本県と同程度の規模の自治体において本業務と同種の業務を行った実績
オ　本業務の実施体制及び組織
カ　業務主任技術者及び業務担当技術者の資格、業務実績及び手持ちの業務の状況
キ　技術に関する提案の的確性、実現性及び妥当性
ク　提案の費用対効果

３　手続等
⑴　担当部局
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課情報基盤担当
　　電話　028-623-2213
⑵　募集要領等の配付
ア　交付期間
　　令和３（2021）年６月25日から同年７月21日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か
ら午後５時まで（正午から午後１時を除く）
イ　交付場所
　　⑴の場所において交付する。
　　「参加表明書説明書」、「参加表明書作成要領」及び参加表明書様式は、栃木県ホームページ「ホーム
＞産業・しごと＞入札・公売＞入札・公募（業務委託）」に掲載している本業務に関するページからダ
ウンロードもできる。
※　URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/nyuusatsu/koubo-itaku/index.html
⑶　参加表明書の提出方法、提出場所及び提出期間
ア　提出方法
　　本業務に係る技術提案書の提出を希望する者は、「参加表明書説明書」に基づき参加表明書を作成
し、持参又は郵送（書留郵便に限る。期限当日必着）すること。電送による提出は、受け付けない。
イ　提出場所
　　⑴の場所に提出すること。
ウ　提出期間
　　令和３（2021）年６月25日から同年７月21日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か
ら午後５時まで（正午から午後１時を除く）

⑷　技術提案書の提出方法、提出場所及び提出期間
ア　提出方法
　　技術提案書の提出者は、「技術提案書説明書」に基づき技術提案書を作成し、持参又は郵送（書留郵
便に限る。期限当日必着）すること。電送による提出は、受け付けない。
イ　提出場所
　　⑴の場所に提出すること。
ウ　提出期間
　　令和３（2021）年６月25日から同年８月６日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か
ら午後５時まで（正午から午後１時を除く）
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

４　その他
⑴　書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法（平成４年
法律第51号）に定める単位に限る。
⑵　契約書の作成を要する。
⑶　関係情報を入手するための照会窓口は、３の⑴に同じ。
⑷　技術提案書のヒアリングを行う。
⑸　詳細は、説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the service to be required:
　　Next term Tochigi Prefecture information security system procurement businesses
⑵　Time period to submit forms express interests:
　　5:00p.m., July 21, 2021
⑶　Time period to submit proposal documents:
　　5:00p.m., August 6, 2021
⑷　Information and documents are available at:
　　Information Network Section,
　　Information Administrative Reform and ICT Promotion Division,
　　Department of Administration and Management,
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL. 028-623-2213

（行政改革ＩＣＴ推進課）　
　───────────────────────────────────────────────


